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つ 残 十 全日
点、 わ 先 部 一 昭 し てコ わ
る る 祖 も 年 和 か て た

平 里 伝 カ1 な 地 五 し し、 く
の 承 土音 く 十

、
ま し成 厄

一 文 わ な の 九 そ す た 序一 化 し れ り 八 年 れ ち
年 を た ま 坂 カ1 は
一 見 後 し 神

村中
ど一一

月 直 世 風 た 事 の 中 文
し 土 の と 八 よ 村

伝 の で 砥 坂 フ の
v 

え 中
、

園 神 な 砥、ー
れ る で

容内
嘱 社 祭 園

か 、ー 得 子 の 事 者ミ」

り と た を カミ 子申 で
迎 カミ 伝 一

保存~ 三 事 あ 近
え 現 統 部 と る く
る 代 を ネ南 示丘 カ通 lま
一 足 の 園 は 横一十 生 私 し ヲーボ

嘱子

、
須、~

一 き た 増 努 多 賀
世 る ち 版 力 カミ く の
市己 者 の す 静 の
ノ¥ の 十且 る よ 岡 人 社
と 重 先

、目
てコ 県 々 祭」

伝 大 の と て の
承 な 教 と 三巨ヨ重 民 知 荏ト

大 さ
責務 司" な 物 俗 b JII 

東 れ と り と 無 れ の

教町 て で し ま し 形 て か

育教 行 あ て し て 文 し、 ん
く り 代 たO 明 イヒ な 方、

長育 ヲー ま 々 b 財 し、 り」

委 と す F主Z亡己 カミ と の 祭

青 員 を け し で な

メヱミミ
厚具 継ー さ て tま ど
フ ぎ れ 指 な 古

野 も な ま 定 し、 く
の カi し を で 治、

f寸
で り た F玉Zζζ し り

す 点、 が け よ あ
る フ る

雄 里 す 昭 か
~ 

、ー
で 和

O 
と

ま --'し4・
をノ、



は

じ

め

に

歴
史
伝
統
規
模
と
も
日
本
一
を
誇
る
祇
園
祭
は
、

「
抵
園
さ
ん
」
で
親
し
ま
れ
て
い
る
京
都
八
坂
神
社
の
夏
祭
り
で
す
。

ま
り
で
す
。

こ
の
八
坂
神
社
で
今
か
ら
一
一

O
O年
あ
ま
り
前
、
疫
病
退
散
を
祈
願
し
て
行
な
わ
れ
た
砥
圏
御
霊
会
と
い
う
行
事
が
、
現
在
の
砥
園
祭
の
始

こ
う
し
た
砥
園
牛
頭
天
王
の
信
仰
は
中
世
以
後
各
地
に
天
王
信
仰
を
生
み
、

そ
の
数
三

O
五
三
社
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
応
徳
二
年
(
一

O
八
五
年
)
に
城
東
郡
中
村
郷
(
遠
江
国
中
村
)
に
勧
請
さ
れ
、
今
も
中
村
の
お
天
王
様
と
し
て
多
く
の
人
に

親
し
ま
れ
、

古
文
献
、

思
い
ま
す
。

そ
の
例
祭
で
あ
る
砥
園
祭
の
神
事
と
砥
圏
嘱
子
は
昭
和
五
十
九
年
度
に
静
岡
県
の
民
俗
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

古
文
書
、
故
老
か
ら
の
伝
承
を
も
と
に
京
都
砥
園
祭
と
対
比
し
な
が
白
伝
統
長
い
中
村
砥
園
祭
の
実
相
を
究
明
し
て
行
き
た
い
と

ム
口
小

都

祇

園

祭

一、

由

来

歴

史

中
村
八
坂
神
社
の
抵
園
祭
(
天
王
祭
)
を
知
る
に
は
、
全
国
の
八
坂
神
社
の
総
社
で
あ
る
京
都
八
坂
神
社
の
抵
園
祭
(
天
王
祭
)
を
知
る
必
要



が
あ
り
ま
す
。

八
坂
神
社
(
抵
圏
社
)

祭創鎮
座
地

砥
園
祭
(
天
壬
祭
)

起

神

素
菱
鳴
尊
(
牛
頭
天
王
)

建

貞
観
十
八
年
(
八
七
六
年
)

京
都
市
東
山
区
砥
園
町

源

う
ら
ベ
の
ひ
ょ
し
ま
ろ

貞
観
十
一
年
(
八
六
九
年
)
全
国
的
な
流
行
病
の
蔓
延
に
際
し
、
ト
部
日
良
磨
が
勅
を
奉
っ
て
、
六
月
七
日
六
十
六
本
の
矛

を
建
て
て
牛
頭
天
王
を
杷
り
、

同
十
四
日
に
そ
の
神
輿
を
神
泉
苑
に
送
っ
た
の
が
始
ま
り
で
、
天
織
元
年
(
九
七

O
年
)
カミ

ら

毎
年
営
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
祭
り
に
山
車
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、
長
徳
四
年
(
九
九
八
年
)
京
都
祇
園
御
霊
会
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
り
し
ろ

も
と
は
神
の
依
代
で
し
た
が
、

そ
の
後
様
々
な
飾
り
を
つ
け
人
の
肩
や
車
を
つ
け
て
運
び
多
く
の
形
態
を
生
み
ま
し
た
。

保
元
二
年
(
一
一
五
七
年
)
に
鉾
が
姿
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

特
に
山
車
や
屋
台
を
曳
き
出
し
て
華
や
か
な
行
装
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
祭
り
が
現
在
全
国
的
に
ひ
ろ
が
り
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
源
流
は
す
べ
て
砥
園
祭
り
で
あ
る
と
も
云
え
ま
す
。



一
一、
竜

神

水

神

祇
園
社
の
神
紋
は
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
文
と
左
三
つ
巴
で
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
と
も
に
水
神
に
ゆ
か
り
の
も
の
で
す
。

寮
文
と
い
う
の
は
瓜
を
輪
切
り
に
し
た
よ
う
な
形
の
も
の
で
、
左
三
つ
巴
は
龍
舵
の
形
、

つ
ま
り
龍
と
そ
の
供
物
と
し
て
瓜
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
天
王
さ
ん
に
瓜
を
供
え
る
な
ら
わ
し
は
、
私
達
の
中
村
で
も
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
砥
園
社
の
祭
り
は
、

多
く
は
井
戸
と
か
川
と
か
海
と
か
水
に
か
か
わ
り
が
多
く
、
作
り
も
の
、
織
、

彫
刻
等
に
は
龍
蛇
が
よ
く
出
て

来
ま
す
。

こ
れ
は
中
村
抵
園
祭
に
も
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

八
年

表

V 

平 尤万Eて

λY f〆 λy /1 λr 

安 良

一 一
O O 九 九 八 七 七
八 八 九 七 一-L. 八 O ノ¥

五 五 八 O 九 一 八

素 応

我神 徳

中
社 年

建創
中

青村郷 村

谷

天
王
社
勧
壬品茎目三

す

標

御号三三ヱEヱ室〉己 京都砥園山
類 京
似 を
の 定 御
柱 i7U 号玉lzE三』z Z 子

を と 都
渡 す を
す 修

す



江 宮ニt二 鎌
/〆 11 11 11 11 11 11 λy 
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四 八 八 九 四 四 四 九 四 一 八
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白 諏 八 赤 神 八
満勝

山
訪神

坂
神山

明 幡
神 社 社 社 寺
社 社 社

建創 建創 建創倉Ij 倉Ij 八
建創

建 建 社|幡

築修

鉾 定
抵園

山 鉾

il {列 社
の
京日 長

流 く 万

i7U を
の 山 調
京日 以 i韮
し 下 す

渡

L 
る

L 

こ
の
年
表
に
よ
り
中
村
の
神
社
は
、
満
勝
寺
創
建
後
に
理
て
ら
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
天
正
時
代
の
高
天
神
城
攻
防
の
直
後
に
創
建
再
造
が
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
高
天
神
城
攻
防
の
時
、

中
村
の
人
々
は
各
地
(
富
士
・
信
州
・
諏
訪
地
方
)
に
避
難
し
た
が
、

の
ち
帰
村
し
て
神
社
を
創
建
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。



名

2. 

所
在
地

3. 

祭

4. 

勧
請
年
月
日

〈ー〉

歴
史
と
由
来 一

一、
中

村

祇

園

社

称

中
村
八
坂
神
社

大
東
町
中
公
文
字
三
石
九
二
七
番
地

ネ申

素
菱
鳴
尊
(
牛
頭
天
王
)

応
徳
二
年
(
一

O
八
五
年
)
と
伝
え
ら
れ
る
。

り
ま
す
。

中
村
砥
園
祭
は
応
徳
二
年
(
一

O
八
五
年
)
よ
り
現
在
ま
で
約
九
百
年
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
古
記
録
及
び
古
老
の
伝
承
で
わ
か

- 6-

こ
の
伝
承
を
大
き
く
分
け
る
と

前
期

後
期

一
O
八
五
年
よ
り
一
四
四
六
年
ま
で
の
三
六

0
年
間

一
四
四
六
年
(
満
勝
寺
創
建
)
よ
り
現
在
ま
で
の
五
四

0
年
間

「前
期
三
六

0
年
間
の
伝
承
に
つ
い
て
」

京
都
祇
園
社
が
創
建
さ
れ
て
か
ら
次
々
に
全
国
各
地
に
お
旅
所
を
設
け
て
牛
頭
天
王
が
各
地
に
勧
請
さ
れ
た
。
歴
史
的
に
著
名
な
土
方
郷
に

も
は
や
く
天
王
社
が
勧
請
さ
れ
て
お
り
(
土
方
青
谷
の
里
)
そ
の
神
体
が
亀
惣
川
の
洪
水
の
た
び
三
度
に
わ
た
っ
て
中
村
の
現
在
の
青
谷
の



里
に
流
れ
つ
い
た
た
め
、

よ
く
よ
く
ゆ
か
り
多
き
地
と
し
て
こ
こ
を
青
谷
と
名
づ
け
て
杷
る
こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
推
理
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
(
平
安
時
代
)

の
神
仏
へ
の
信
仰
深
き
時
代
の
人
々
は
、
神
体
が
亀
惣
川
の
洪
水
で
流
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
思
考
し
、

ま
た
時
の
指
導
者
に
も
指
図
を
受
け
た
こ
と
と
思
う
。

中
村
祇
園
祭
が
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
と
云
う
応
徳
二
年
に
、
畑
ヶ
谷
の
素
我
神
社
も
創
建
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
、

素
我
神
社
に
京
都
よ
り
修
験
道
者
と
し
て
居
を
営
ん
だ
権
大
僧
都
大
越
家
大
教
院
刑
部
は
京
都
の
砥
園
祭
の
事
情
に
も
明
る
く
、

あ
る
い
は
こ
の
こ
と
に
関
係
が
あ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

何
れ
に
し
て
も
天
王
社
は
川
や
水
に
沿
っ
て
新
た
な
お
旅
所
を
つ
く
り
、

地
方
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
勧
請
さ
れ
て
行
っ
た
。

従
っ
て
土
方
地
区
の
青
谷
と
中
村
青
谷
と
の
聞
に
も
、
神
幸
行
事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

従
っ
て
こ
の
応
徳
二
年
ご
ろ
八
坂
神
社
は
中
村
青
谷
に
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
四
十
年
代
亀
惣
川
改
修
の
際
、
中
村
青
谷
の
川

- 7一

底
に
立
派
な
石
畳
の
神
社
の
あ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
こ
に
天
王
社
(
八
坂
神
社
)

の
あ
っ
た
事
実
と
、

そ
の
規
模
の
相
当
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

「後
期
一
四
四
六
年
(
満
勝
寺
創
建
)

よ
り
現
在
ま
で
の
約
五
四

0
年
間
の
伝
承
」

中
村
祇
園
祭
は
京
都
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
L

伝
承
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
京
都
祇
園
祭
の
変
遷
を
も
そ
の
ま
L

中
村
砥

圏
祭
に
伝
承
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
数
百
年
と
い
う
長
い
歴
史
の
中
で
京
都
天
王
祭
の
本
流
や
そ
の
変
遷
を
知
っ
て
、
中
村
天
王
祭
に
取
り
入
れ
る
人
が
あ
っ
た
筈
で
す
。

そ
し
て
そ
の
人
は
、

一
四
四
六
年
京
都
本
満
寺
日
秀
上
人
と
愛
弟
子
日
住
上
人
が
遠
州
満
勝
寺
を
創
建
な
さ
れ
、

そ
の
後
歴
代
の
上
人
様
、
が
ま



さ
に
京
都
砥
園
祭
を
中
村
抵
園
祭
に
伝
承
指
導
さ
れ
た
方
々
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

年
表
か
ら
見
る
中
村
の
神
社
は
、
満
勝
寺
創
建
後
に
勧
請
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

と
く
に
八
坂
神
社
の
西
に
柁
ら
れ
て
い
る
八
幡
社
の
勧
請
は
一
四
四
七
年
で
あ
り
、

再
造
が
一
五
八
七
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
八
坂

神
社
の
「
天
正
丁
亥
再
造
(
一
五
八
七
)
」
の
古
文
献
に
て
ら
し
て
み
る
と
、
満
勝
寺
創
建
後
の
一
四
四
六
年
こ
ろ
満
勝
寺
上
人
様
に
よ
り
青

谷
に
あ
っ
た
八
坂
神
社
が
大
石
三
石
の
現
在
の
と
こ
ろ
に
移
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

1. 

青
谷
八
坂
社
は
亀
惣
川
に
沿
い
年
々
の
洪
水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

2. 

土
方
青
谷
の
里
が
雑
賀
肥
後
守
吉
長
の
領
外
で
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

神
宰
の
途
路
に
一
本
松
、
三
本
松
の
植
樹
さ
れ
た
の
も
、
三
石
の
八
坂
神
社
へ
の
神
幸
行
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
は
じ
ま
っ
た
と
思
う
。

「
雑
賀
肥
後
守
吉
長
と
満
勝
寺
」

文
安
三
年
(
一
四
四
六
年
)

朝
倉
の
乱
に
斯
波
武
衡
に
従
っ
て
討
伐
奮
戦
し
た
雑
賀
肥
後
守
吉
長
は
そ
の
功
に
よ
り
城
東
郡
中
村
郷
(
遠
江
国
中
村
)
を
賞
禄
と
し
て
与

え
ら
れ
、

雑
賀
城
を
つ
く
り
満
勝
寺
を
創
建
し
た
。

満
勝
寺
は
京
都
本
満
寺
の
日
秀
上
人
と
そ
の
愛
弟
子
日
住
上
人
が
力
を
合
せ
て
閉
山
し
た
。

日
秀
上
人
は
近
衛
前
関
白
従
一
位
左
大
臣
通
嗣

公
の
子
で
近
衛
家
の
家
紋
(
下
り
藤
に
ぼ
た
ん
)

を
い
た
だ
き
十
万
石
の
格
式
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、

そ
れ
以
後
明
治
十
四
年
ま
で
満
勝
寺
歴
代
上
人
に
よ
っ
て
天
王
祭
が
行
わ
れ
て
来
た
。



〈ニ〉

祇
園
祭
及
び
祇
園
曜
子
行
事

八
坂
本
社
か
ら
青
谷
旧
社
へ
の
神
幸
行
事
(
本
祭
よ
り
七
日
前
)

神
官
民
子
総
代
区
長
若
衆
列
席

迎
え
太
鼓
(
青
谷
旧
社
お
旅
所
前
)

旧
社
お
迎
え
神
事

み
く
じ
改
式
(
み
く
じ
あ
ら
た
め
式
)

(
み
く
じ
取
式
)
山
車
順
幸
順
位
を
き
め
る
。

2， 

本
祭
第

一
日

(1) 

垢
離
と
り

早
朝
遠
州
灘
海
水
に
て
身
を
浄
め
る
。

(2) 

お
み
く
じ
行
事

神
幸
行
列
の
役
割
を
お
み
く
じ
で
き
め
る
。

先
獅
子
、

天

狗

太
鼓
、
笛
、
帳
、
神
馬
、

御
杖
、
神
輿
、
御
手
域

(3) 

道
中
こ
き
打
ち
行
事

(4) 

道
具
ぞ
ろ
い

(5) 

警
護
の
位
取

(6) 

育
祭
(
夜
宮
行
事
)
ち
ょ
う
ち
ん
棒

(7) 

満
勝
寺
参
拝

3， 

本
祭
第
二
日

(1) 

大
祭

青
谷
の
御
旅
所

飛
馬
、
脚
立
、
鉄
砲



(2) 

山
車

青
谷
練
り
込
み

(3) 

や
ぶ
さ
め
祭

(4) 

神
宰
行
事

行
列
の
順
序

(5) 

五
反
峨
祭

nLO
 

警
護

万
度

道
中
の
行
事

(7) 

本
社
お
着
き

先
獅
子
の
舞
い
、
天
狗
露
は
ら
い
、
笛
-

山
車
御
供

満
勝
寺
(
満
勝
寺
住
職
が
神
輿
)
参
拝

円
道
橋
と
三
本
松
休
息

ち
ょ
う
ち
ん
の
火
入
れ

警
護
儀
礼

太
鼓
、
峨
、
神
馬
、

神
輿
が
本
社
の
周
り
を
一
周
す
る
(
京
都
で
は
三
周
)

や
ぶ
さ
め
祭
(
本
社
前
の
並
木
道
)

還
御
祭
典
儀
式

山
車
を
解
く
行
事
(
京
都
も
同
じ
)
松
を
お
ろ
す
。

お
役
人
の
お
見
送
り

五
ケ
村
の
別
れ

三
ケ
村
の
別
れ

御
杖
、
神
輿
、
飛
馬
、
鉄

南

脚
立
、

お
役
人
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(8) 

各
区
毎
に
千
秋
楽
行
事

警
護
の
位
を
お
り
る
式

(9) 

山
車
よ
り
松
お
ろ
し

本
祭
に
山
車
が
八
坂
本
社
ま
で
神
輿
の
御
供
を
す
ま
し
、

山
車
よ
り
松
を
下
ろ
せ
ば
、

す
で
に
そ
こ
に
は
神
も
宿
っ
て
い
な
い
と
し
て

嘱
子
も
一
斉
に
や
め
、

ち
ょ
う
ち
ん
の
火
も
消
す
の
も
そ
の
為
で
す
。

川
WH

U
 

「
山
車
彫
刻
の
龍
」

「
五
反
臓
の
龍
」

砥
圏
牛
頭
天
王
に
つ
ら
な
る
社
の
祭
は
、
多
く
は
河
川
、
井
戸
、
海
な
ど
水
に
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
神
が
龍
蛇
の
神

で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

)
 

4
S
E
・e

.，，A
 

(
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流
鏑
馬
神
事

中
村
砥
園
祭
で
は
青
谷
旧
社
前
と
八
坂
本
社
前
と
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

神
輿
渡
御
の
路
の
魔
を
は
ら
い
浄
め
る
行
事
で
あ
る
。

(12) 

「
垢
離
と
り
」

神
幸
行
事
に
た
ず
さ
わ
る
者
全
員
が
遠
州
灘
海
岸
で
心
身
を
浄
め
る
行
事
で
あ
る
。

(13) 

「
お
み
く
じ
行
事
」
み
く
じ
あ
ら
た
め

)
 

AU3 

4

，，A
 

(
 

護

をま
吉
白警

固
は

一
文
字
笠
、
扇
子
の
姿
で
す
。
京
都
砥
園
祭
で
は
江
戸
時
代
中
期
こ
ろ
出
現
し
ま
し
た
。

そ
し
て
待
姿
は
江
戸
時
代
の
武
士
の
正
装
で
あ
り
、

そ
れ
が
な
ぜ
当
時
の
中
村
の
百
姓
に
ゆ
る
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
中
村
砥
園
祭
が



如
何
に
格
式
が
高
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「警
固
の
位
取
り
」
の
式
が
あ
っ
て
警
固
の
任
に
つ
く
、
各
区
大
警
固
二
名
、

細
警
固
二
名
で
あ
る
。
警
固
は
各
区
を
代
表
す
る
最
高

の
権
威
者
で
あ
り
、
相
互
の
儀
礼

神
幸
行
事
の
開
始
、
進
行
終
了
等
の
宣
言
を
す
る
。

警
固
の
儀
礼
、
言
葉
、
挨
拶
は
極
め
て
大
切
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

中
村
の
警
固
の
神
前
で
の
作
法
は
、

正
式
参
拝
の
儀
法
で
す
。

警
護
の
儀
礼
言
葉
を
紹
介
し
ま
す
。

八
坂
社
祭
典

警
護
の
言
葉
(
。
印
は
警
護
の
言
葉
)

公
会
堂
に
於
て

(
か
み
し
も
を
笠
の
上
に
乗
せ
て
)

。
私
共
警
護
と
い
う
大
役
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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青
谷
橋
南
側
に
於
て
各
区
の
到
着
を
待
ち
受
け
る
事
、

但
し
警
護
一
名
は
此
の
前
青
谷
堤
防
を
通
過
し
て
所
定
の
位
置
に
着
き
待
ち

受
け
る
こ
と
。
堤
防
上
神
輿
前
面
通
過
の
際
は
神
輿
前
に
て
履
物
を
脱
ぎ
三
歩
さ
が
り
、
最
敬
礼
を
し
通
過
す
る
こ
と
。

青
谷
橋
南
側
に
於
て

。
御
祭
礼
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

。
仕
度
は
出
来
ま
し
た
。
何
々
様
御
先
に
。

(
何
々
区
様
に
は
御
先
に
御
免
豪
り
ま
す
)

台
が
神
輿
前
面
を
通
過
の
際
は
神
輿
前
に
て
履
物
を
脱
ぎ
三
歩
さ
が
り
最
警
礼
を
す
る
。

青
谷
待
ち
受
け
の
警
護
は
台
が
青
谷
堤
防
西
側
曲
り
角
迄
来
た
る
時



。
台
が
練
り
込
み
ま
す
か
ら
台
に
附
き
ま
す
。

台
を
出
さ
な
い
場
合
は

。
当
区
が
練
り
込
み
ま
ず
か
ら
区
に
附
き
ま
す
。

台
の
練
り
込
み
が
す
ん
だ
ら

。
各
々
様
方
に
は
御
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
二
区
以
上
の
場
合
)

挨
拶
終
り
て
元
の
席
に
就
く
。
約
十
二
分
後
立
上
り
て
休
息
言
の
渡
し
の
席
へ
進
む
。

。
各
区
鰻
込
も
相
済
み
ま
し
た
、
休
息
に
致
し
ま
す
。

休
息
と
同
時
響
護
は
御
神
明
様
へ
途
中
無
事
御
神
輿
の
御
送
り
の
出
来
る
様
急
ぎ
参
拝
す
る
。

(
神
社
前
に
て
履
物
を
脱
ぎ
一
一
一
歩
さ
が
り
最
敬
礼
を
す
る
)
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休
息
後
再
、
青
谷
に
至
り
、
他
区
早
く
来
り
居
る
場
合

(
他
区
一
区
居
り
た
る
場
合
)

。
御
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
二
区
以
上
の
場
合
)

。
各
々
様
方
に
は
御
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
場
合
着
席
位
置
は
青
谷
西
日
を
始
と
な
し
て
一
、
二
、
三
、

四
、
五
と
着
席
の
こ
と
。

御
起
ち
(
練
り
出
し
)

神
輿
が
前
を
お
通
り
の
際
は
前
に
出
て
最
敬
礼
を
す
る
。



。
御
先
に
御
免
を
豪
り
ま
す
。

(
四
番
の
時
は
こ
の
用
な
し
)

円
道
橋
御
着
可

御
起
ち

。
神
輿
が
円
道
橋
へ
御
着
に
な
り
ま
し
た
、
御
順
村
へ
御
取
次
を
願
い
ま
す
。

二
番
以
下
之
を
受
け
る
時
は

。
承
知
致
し
ま
し
た
。

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
御
一
同
様
に
よ
ろ
し
く
。

(
御
神
輿
御
起
ち
の
際
も
御
着
の
時
と
同
様
の
言
葉
)

提
灯
の
火
入
れ
ら
る
。

(
之
は
神
輿
に
火
の
入
り
た
る
後
と
な
る
こ
と
)

。
神
輿
に
火
が
入
り
ま
し
た
。
役
提
灯
並
台
に
火
を
入
れ
ま
す
。

御
順
村
へ
御
取
次
を
願
い
ま
す
。

。
承
知
致
し
ま
し
た
。

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
御
一
同
様
に
よ
ろ
し
く
。

満
勝
寺
参
拝

農
協
入
口
橋
の
前
に
て
履
物
を
脱
ぎ
三
歩
さ
が
り
最
敬
礼
を
す
る
。

コ
一
本
松
御
着
と
御
起
ち

。
神
輿
が
三
本
松
へ
御
着
に
な
り
ま
し
た
。
御
順
村
へ
御
取
次
を
願
い
ま
す
。

。
承
知
致
し
ま
し
た
。

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
御
一
同
様
に
よ
ろ
し
く
。

(
御
神
輿
御
起
ち
の
際
も
御
着
の
時
と
同
様
の
言
葉
)

本
社
御
着
き

(三
番
の
時
は

こ
の
用
な
し
)

ー は ー



。
神
輿
が
本
社
御
着
き
に
な
り
ま
し
た
。
御
順
村
へ
御
取
次
を
願
い
ま
す
。

。
承
知
致
し
ま
し
た
。

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
御
一
同
様
に
よ
ろ
し
く
。

本
社
練
り
込
み

社
殿
を
西
よ
り
回
り
社
殿
前
に
て
履
物
を
脱
ぎ
三
歩
さ
が
り
最
敬
礼
を
す
る
こ
と
。

本
社
練
込
み
礼
が
終
る
と
他
区
の
響
護
の
前
に
す
す
み

(
二
番
以
後
の
場
合
)

。
何
々
様
に
は
御
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
他
区
一
区
居
り
た
る
場
合
)

O 

各
々
様
方
に
は
御
早
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
二
区
以
上
の
場
合
)
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第
四
番
が
着
席
す
る
と
同
時
に
一
同
の
前
に
進
み
(
こ
れ
よ
り
一
番
の
み
)

。
各
区
御
揃
に
な
り
ま
し
た
。
席
に
付
き
ま
す
。

御
役
人
衆
様
の
御
見
送
り

席
に
付
く
と
御
役
人
衆
が
前
を
通
っ
て
帰
る
か
ら
そ
れ
と
共
に
一
同
前
に
出
て

。
御
役
人
衆
様
の
御
見
送
り
を
致
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
が
終
る
と
共
に
社
段
下
に
西
向
に
整
列
し
て
(
笠
は
取
っ
た
ま
ま
移
動
)

。
此
の
所
に
於
て
御
役
人
衆
様
お
見
送
り
を
致
し
ま
す
。

(
御
役
人
が
前
を
通
過
す
る
際
は
一
同
礼
を
す
る
)

四
ケ
村
の
別
れ



。
御
役
人
衆
様
の
御
見
送
り
も
相
済
み
ま
し
た
。
四
ケ
村
の
別
れ
を
致
し
ま
す
。

場
所
を
少
し
変
え
て
西
に
面
し

(
二
番
以
下
)

一
番
は
東
に
向
っ
て
整
列

。
此
の
所
に
於
て
四
ケ
村
の
別
れ
を
致
し
ま
す
。

⑨ 

御
祭
礼
も
つ
つ
が
な
く
相
済
み
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

お
帰
り
に
な
り
ま
し
た
ら
御

一
同
様
に
よ
ろ
し
く
。

制

此
の
時
は
⑨
の
所
よ
り
一
層
声
を
張
り
上
げ
て
挨
拶
す
る
。

公
会
堂
に
於
て

笠
を
前
に
出
し
て

。
皆
様
の
御
蔭
を
も
ち
ま
し
て
無
事
警
護
を
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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以
上
を
も
ち
ま
し
て
警
護
は
解
任
と
な
る
。

(
か
み
し
も
を
脱
ぐ
)

(15) 

「抵
園
祭
の
佐
組
」

封
建
時
代
の
社
会
制
度
、

風
俗
習
慣
を
そ
の
ま
L

現
在
に
伝
う
る
稀
に
み
る
も
の
で
あ
る
。

お
役
人

警

固

中

老

若

衆
(
年
若
、
年
番
、
年
が
さ
、
祇
園
若
衆
)



(16) 

砥
園
嘱
子
の
内
容

曲
目

道
引
(
屋
台
下
の
曲
)
道
中
蝉
子

大
間
の
曲
・
・
・
大
設
の
ぶ
ち
と
ぶ
ち
の
聞
の
び
ろ
き
こ
と
よ
り
。

昇
殿
の
曲
・
・
・
神
前
に
て

。
み
〈
ら

か
み
く
ら
の
曲
(
神
宿
)
神
様
の
宿
る
、
神
前
の
曲

徹
花
の
曲
・
・
・
こ
れ
は
京
都
地
方
で
生
花
を
終
っ
て
花
を
と
り
は
ら
う
と
き
に
徹
花
と
い
う
。
即
ち
祭
り
の
終
り
の
意
味
で
あ
り
、

千
秋
楽
の
曲
と
も
云
う
。

楽
器

大
太
鼓
、

小
太
鼓
、
笛
、
摺
金
(
鉦
と
も
云
う
)

面

n'a' 

獅
子
の
面
、
天
狗
の
面
、

お
か
め
の
面
、
火
吹
男
の
面

(1引

峨
(
別
記
)

〈三〉

古
記
録
及
び
古
代
よ
り
伝
わ
る
祭
具

祭
神
、
神
事
、
砥
園
曜
子
の
由
来
に
関
す
る
も
の

牛
頭
天
王
の
棟
札

御
竿
除
社
地
取
調
帳

矢
ぶ
き
め
祭
馬
具
記
録

狂
言
芝
居
の
台
本
、
幕



狂
言
奉
納
相
撲
の
記
録

八
坂
神
社
祭
事
に
際
し
て
の
紛
争
記
録

八
坂
神
社
の
沿
革
記
録

京
都
本
満
寺
と
満
勝
寺
開
山
記
録

満
勝
寺
開
山
当
時
の
中
村
地
図

峨

五
反
峨

貞
享
元
年
(
約
三

O
O年
前
)

二
三
番
峨

克
・
文
元
年
(
約
二
五

O
年
前
)

し
ん
自
峨

延
享
元
年
(
約
二
四

O
年
前
)

神
輿
の
お
さ
や

二
五
七
年
塗
り
か
え

享
保
十
三
年
戊
申
年
仕
直
し

- 18一

山
車
及
び
彫
刻
等

〈四〉

民

話

そ
の

神
輿
青
谷
で
滞
在
中
、
大
石
の
蓮
池
の
蓮
の
糸
で
は
た
を
織
り
、

い
ま
だ
片
袖
織
り
終
ら
ぬ
に
七
日
が
過
ぎ
、
青
谷
の
里
を
お
立

ち
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
泣
く
泣
く
帰
ら
れ
る
神
を
氏
子
達
が
砥
圏
嘱
子
で
慰
め
は
げ
ま
し
て
お
送
り
す
る
の
で

「泣
き
宮
」
と

も
言
う
。

そ
の

八
坂
神
社
か
ら
青
谷
旧
社
に
渡
御
の
時
、
岩
稲
成
さ
ま
に
は
お
ば
さ
ま
の
神
が
お
い
で
に
な
り
、

立
ち
よ
る
と
在
所
に
行
く
の
が

遅
く
な
る
の
で
ち
ょ
う
ち
ん
の
火
を
消
し
、
掛
声
も
止
め
て
静
か
に
通
り
、

叉、

一
本
松
に
も
お
じ
さ
ま
の
神
が
お
い
で
に
な
る
の
で
立
寄
り



休
憩
す
る
が
、

こ
L

で
は
子
供
達
、
が
松
の
葉
を
神
輿
に
投
げ
つ
け
て
迎
え
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
三

宥
祭
に
山
車
が
満
勝
寺
に
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
。

一
説
に
は
、
そ
の
昔
、
中
村
の
抵
園
祭
の
山
車
が
海
戸
前
の
二
丁
ご
し
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、

た
ま
た
ま
参
勤
交
代
で
通
り
か
か
っ
た
横
須

賀
城
主
が

「
山
車
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
行
列
を
見
下
す
と
は
無
礼
」
と
大
変
立
腹
な
さ
っ
た
。
村
人
達
は
満
勝
寺
に
逃
げ
こ
ん
で
方
丈
に
助
け

を
も
と
め
た
。
当
時
満
勝
寺
は
十
万
石
の
格
式
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

「横
須
賀
様
、
祭
り
の
こ
と
か
ん
べ
ん
し
て
や
っ
て
下
さ
い
」
と
口
を

き
い
て
下
さ
り
事
な
き
を
得
た
と
。

叉
一
説
に
は
、
幕
府
か
ら
賛
沢
禁
止
令
の
出
て
い
る
際
中
村
で
は
抵
園
祭
を
行
い
、
横
須
賀
様
の
お
叱
り
を
受
け
た
と
き
満
勝
寺
の
方
丈
が

詫
び
て
こ
と
な
き
を
得
た
と
。

何
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
満
勝
寺
へ
の
感
謝
の
意
味
で
、
育
祭
に
満
勝
寺
参
拝
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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〈五〉

祇
園
祭
神
事
と
祇
園
曜
子
の
も
つ
民
俗
文
化
財
的
価
値

中
村
砥
園
祭
の
文
化
財
的
意
義
は

一
言
に
云
う
な
ら
ば
、
京
都
砥
園
祭
の
神
事
を
延
々
九
百
年
に
わ
た
っ
て
忠
実
に
伝
承
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
以
下
そ
の
こ
と
を
京
都
砥
園
祭
と
比
較
し
つ
L

確
か
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

(1) 

お
旅
所
(
オ
ハ
ケ
)
青
谷
の
お
仮
屋

方
一
間
の
と
こ
ろ
に
青
竹
を
立
て
注
連
縄
を
張
り
中
に
御
弊
を
立
て
神
の
宿
る
所
と
し
た
。
三
本
松
の
休
息
所
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
お
旅
所
も
京
都
本
社
の
お
旅
所
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(2) 

神

，馬

祈
願
成
就
の
報

(
お
礼
)

と
し
て
神
社
に
馬
を
献
じ
る
な
ら
わ
し
で
、

こ
の
馬
を
神
馬
と
い
う
。



御
輿
が
作
ら
れ
て
か
ら
神
馬
は
神
輿
の
お
供
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(3) 

神

輿

神
輿
を
揺
り
動
か
す
こ
と
を
「
神
輿
ぶ
り
」
と
い
う
。

昔
か
ら

「氏
子
勇
め
ば
神
勇
む
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

争
4'
b
h
J
b
E
a
-
守
J

神
輿
を
か
つ
ぐ
人
々
(
輿
丁
)

つ
ま
り
氏
子
が
元
気
に
神
輿
を
揺
り
動
か
す
こ
と
は
、

そ
の
氏
子
の
地
域
の
人
々
の
生
命
活
動
や
神
に
崇
敬

す
る
念
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
を
見
た
神
も
喜
び
、

さ
ら
に
そ
の
地
域
の
繁
栄
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

神
輿
を
か
つ
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、

一神
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
こ
と
で
、
神
人
一
体
と
な
れ
る
わ
け
で
す
。

神
輿
を
か
つ
い
だ
輿
丁
が
祭
り
の
終
っ
た
あ
と
で

「神
わ
か
れ
」
の
式
を
行
う
こ
と
が
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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(4) 

「
山
車
」
は

祭
り
の
時
車
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
飾
り

(
万
度
ち
ょ
う
ち
ん
、
松
の
木
、

人
形
、
鉾
、

長
万
、
花
i

太
鼓
等
を
つ
ん
で
曳
き
出
す
も
の
で
、

「
や
た
い
」
と
も
「
だ
ん
じ
り
」
と
も
云
う
。

山
車
は
神
輿
と
同
じ
く
神
の
乗
り
物
で
あ
り
ま
す
。

(5) 

「
万
度
」

長
い
柄
を
と
り
つ
け
て
捧
げ
も
つ
行
燈
で

「小
万
度
」
と
言
い

「御
礼
祭
」
と
か

「
氏
子
名
」

「
お
み
く
じ
順
位
」
な
ど
書
き
、
花
す
す

き
等
で
飾
り
山
車
の
先
頭
に
立
つ
。
ま
た

「
万
度
」
は
山
車
の
上
の
松
や
人
形
を
飾
る
台
に
も
つ
け
ま
す
。

「一

万
度
」
の
意
味
す
る
よ
う
に
永
久
に
砥
園
祭
を
し
、
永
久
の
繁
栄
を
祈
っ
た
も
の
で
す
。



「万
燈
」
と
書
く
の
も
あ
り
ま
す
が
、
祇
園
祭
の
場
合
は
「
万
度
」
で
す
。

「
万
度
」
は
祇
園
祭
行
事
の
当
初
の
形
で
後
傘
鉾
と
な
る
。

(6) 

「松」

昔
か
ら
神
は
山
に
あ
る
と
い
う
通
念
で

「
山
車
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
り
山
の
つ
く
り
も
の
の
多
き
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
口

松
は
山
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。

青
谷
の
松
、

一
本
松
、

ま
た
人
形
台
に
つ
け
る
松
、

す
べ
て
松
は
神
宿
る
木
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

松
を
倒
せ
ば
す
で
に
山
で
は
な
い
、

そ
こ
に
宿
っ
た
神
は
す
で
に
去
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

吋
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ハ
前
頁
翻
字
〉

そ
の

右
者
今
般
御
一
新
一
一
付
神
仏
混
橋

御
廃
止
且
社
号
改
正
ニ
付
前
書

勧
請
札
並
迂
(
遷
)
宮
之
棟
札
合
三
枚

当
寺
江
引
取
預
リ
置
候
依
之

請
取
一
札
為
後
証
之
仰
如
件

維
時
明
治
四
辛
未
年
六
月

吉
長
山
満
勝
寺

三
十
三
世
日
憲

中

村

惣
氏
子
中

大
石
村

時
名
主
大
石
村

同
下
方
村

同
海
戸
村

同
公
文
村

同
毛
森
村
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そ
の

連
判
一
札
事

一
、
祇
園
御
祭
礼
ニ
付
此
度
五
ケ
村

御
役
人
衆
中
孝
~
義
御
対
翁
)
議

一一而

相
続
仕
永
ミ
御
み
く
じ
次
第
二
間
御
礼

仕
貰
引
一
園
致
問
敷
候
為
後
日

札
仰
而
如
件

天
明
六
丙
午
六
月

五
ケ
村

毛大下海ノえ，
t、

惣
若
者
中

制
連
一
H
少
し
ゆ
る
や
か
に
歩
く
意
味
で
す
。

森

村

£
u
 

n
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石

村

方

村

戸

村

文

村
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